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石油コンビナート等災害防止法の概要 （１） 
～石油コンビナート等の防災対策～ 

○石油コンビナート等特別防災区域（法２条） 
  大量の石油や高圧ガスが取り扱われている区域を政令で指定 
  （３３道府県、８５区域） 

石油コンビナートなど、大量の石油や高圧ガスが取り扱われている区域は、石油コンビナート等災害防止法
により、都道府県・市町村・特定事業者が相互に協力・連携する総合的な防災体制が確立されている。 

○特定事業所 
  

第1種事業所（３８０事業所） 
 大量の石油又は高圧ガスを取り扱う事業所 
レイアウト事業所（１８４事業所） 
 第1種事業所のうち石油と高圧ガスを取り扱う事業所 

第2種事業所 
（３２８事業所） 

 一定量以上の石油
又は高圧ガス等を取
り扱う事業所 

 ○総合的な防災体制 

防災対策に関する石油コンビナート等防災計画を作成（法３１条）  
 本部長：都道府県知事 
 本部員：特定地方行政機関の長、市町村長・消防機関の長、特定事業所の代表者 等 
 
 
 
 

 
災害時に緊急に統一的な防災活動を 
実施する必要があるときに設置 
 
 現地本部長：本部長が指名する者 
 現地本部員：本部長が指名する者 

石油コンビナート等防災本部（法２７条） 
石油コンビナート等 

現地防災本部（法２９条） 
＜石油コンビナート等防災計画の内容＞ 
 ・関係機関等の防災に関する組織の整備及び防災に関する事務 
 ・特定事業所及びその他の関係機関等の職員への防災教育及び防災訓練に関する事項 
 ・防災のための施設、設備、機械器具、資材の設置、維持、備蓄、輸送等に関する事項 
 ・災害の想定に関する事項 
 ・災害が発生した場合等における情報の収集及び伝達並びに広報に関する事項 
 ・災害に対する応急措置の実施に関する事項 
 ・災害時における避難、交通の規制、警戒区域の設定等に関する事項    等 

石油コンビナート等 
災害防止法 

 
消防法など他の法律による 
規制・義務のほか、本法律に 
よる規制・義務が課せられる 

特定事業所 

高圧ガス 
保安法 消防法 

石油の貯蔵・取扱量

１，０００ｋｌ
+
高圧ガスの処理量

２０万𝑚３
+ ⋯ ≥ １ 

 １ 
※ 都道府県数、区域数、事業所数は、 
  平成２４年４月１日現在である。 

 （区域の主な考え方） 

 
石油の貯蔵・取扱量

１０万ｋｌ
+ 高圧ガスの処理量

２，０００万𝑚３
≥ １ 

石油の貯蔵・取扱量

１万ｋｌ
+
高圧ガスの処理量

２００万𝑚３
≥ １ 



特定事業者の義務 レイアウト規制 
 大量の石油と高圧ガスを取り扱う第１種事業所
に対する災害の拡大を防止するための規制 
                     （法５条、７条） 
＜主な内容＞ 
 用途に応じた施設の配置及び面積の制限 
 基準に応じた通路の幅員の確保 
 通路を横断する配管の高さ制限 
 消防隊が活動するための空地の確保 等 

○ 特定防災施設等 
 の設置（法１５条） 
 
 
 
 流出油等防止堤 
 消火用屋外給水 
   施設 
 非常通報設備 

災害の拡大防止
のために設置 

＜共同防災組織＞（法１９条） 
 一の特別防災区域内に所在する特定事業所は、業務の一部
を行わせるため共同防災組織を設置することができる。 
 

＜広域共同防災組織＞（法１９条の２） 
 二つ以上の特別防災区域にわたる区域であって、政令で定め
るもの（※１）においては、特定事業所の自衛防災組織の業務の
うち政令で定めるもの（※２）を行わせるための広域的な共同防
災組織を設置することができる。  
(※１)現在１２地区が指定 
(※２)大容量泡放射システムに関する業務 

石油コンビナート等災害防止法の概要 （２） 
～特別防災区域内の特定事業者の義務～ 

○ 自衛防災組織の設置（法１６条） 

 防災管理者の選任 
   →自衛防災組織の統括 
 防災規程の策定 
 →防災業務に関する事項 
 防災要員の配置 
 →配備する防災資機材に必要な人数 
   を配置 
 防災資機材の配備 
 →取り扱う石油類の種類・量に応じた 
   化学車等の配備 

災害の発生又は拡大を防止 
するために必要な業務を実施 

特定事業者は、特定事業所における災害の発生及び拡大の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、特別防災区
域内の災害の拡大の防止に関し、他の事業者と協力し、相互に一体となって必要な措置を講ずる責務を有する。 

○異常現象の通報 
        （法２３条） 

特定事業所毎に行う。 

 ２ 

○災害応急措置 
        （法２４条） 

（レイアウトのイメージ） 



自衛防災組織に備えなければならない 
防災資機材（法１６条） 
 ①化学消防車等 

貯蔵施設地区 

その他施設地区 

※左の車両から 
  泡原液搬送車、大型化学消防車、大型高所放水車 

※直径３４ｍ以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンク 
  がある特定事業所 （政令１３条） 
※広域共同防災組織 （政令２２条２項） 

石油コンビナート等災害防止法の概要 （３） 
～特定事業者における防災対策のイメージ～ 

※オイルフェンス（政令１７条） 
 （石油の貯蔵・取扱量） 
  百万ＫＬ以上         長さ２１６０ｍ 
  十万ＫＬ以上百万ＫＬ未満 長さ１６２０ｍ 
  一万ＫＬ以上十万ＫＬ未満 長さ１０８０ｍ 
※油回収船（政令１８条） 
  百万ＫＬ以上の場合は備え付けが必要  

※「仕切堤」は容量１万ＫＬ以上のタンクの周囲に設置、「防油堤」はタンク区画ごとに設置、 
  「防止堤」は防油堤のすべてを囲むように設置 

自衛防災組織に備えなければならない 
防災資機材（法１６条） 
 ②オイルフェンス 

流出油等防止堤（容量１万ＫＬ以上） 
（特定防災施設等 法１５条） 

 ３ 

＜流出油等防止堤の断面イメージ＞ 

消火用屋外給水施設 
（特定防災施設等 法１５条） 
※ （Ａ＋Ｂ）×１２０分継続放水できる量の水の供給能力 
 Ａ：自衛防災組織の大型化学消防車等の放水能力の合計 
 Ｂ：当該大型化学消防車等のうち最大のものの放水能力 

屋外給水設備に
消防車のホース
を接続 

用
水
池
又
は
海 ○大容量泡放射砲 

○ポンプ・混合装置 

○泡原液 
○泡原液搬送材 

＜大容量泡放射システム＞ 

○遠距離送水システム 

ホース展開 

運搬 

放水 



 平成24年4月1日現在、石油コンビナート等災害
防止法に基づき、33道府県104市町村において、一
定量以上の石油又は高圧ガスを大量に集積してい
る85地区が特別防災区域に指定されている。 

 ４ 
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